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審議概要
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【意見等】
・特別教室（音楽室）の地域開放については、基本的に学校は子どもの教育という視
点で新たな学校施設整備方針の検討を始めるので視野に入れるが、その中でも特別教
室ゾーンと地域ゾーンの配置や開放等を検討するべき。
・改修工事の方法については、仮設プレハブ建設に比べて建設経費削減及び工期短縮
による経費削減効果が期待できる仮校舎を活用する方法とするべき。
・防災倉庫の機能について、避難所用の倉庫以外に地域で管理していただくものの収
容も検討するべき。
・改築後にできる「城山の森」について、象徴的でなく実質的にできる検討を進める
べき。
・熱効率の巧みな利用について検討するべき。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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【意見等】
・登校距離が遠くなるなどの懸念の声が想定されるが、地域の方々の理解を得られる
よう改築に伴う教育環境維持、工期短縮等による説明を行うべき。
・仮校舎利用期間中における９年教育の取組みなど工夫を試みるべき。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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【意見等】
・跡地活用方針については世田谷区全体で公共施設の配置を検討してきた中で、学校
適正規模化、適正配置第２ステップの検討を踏まえること。
・学校跡地で校舎は残るが避難所運営については、従前の組織を基本に再編成を検討
すること。
・城山小学校の改築の際には、仮設プレハブ校舎の建設ではなく、試算上、経費削減
効果の期待できる方法（若林中学校の既存校舎を改修し、仮校舎として活用）とする
こと。
【修正事項】
・学校適正規模化・適正配置の第２ステップに関する検討状況に沿って、Ⅱ期活用案
の検討を進める内容へ修正する。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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【意見等】
・屋上プールの水をトイレに使う等、下の階で利用できる仕組みについては実現に向けて検
討するべき。
・屋上プールの水が地震によりあふれない構造に問題はないか。排水については注意するこ
と。
・近隣の集合住宅の建替え等により将来的な児童数の増加が見込まれるため、教室数につ
いては、児童数のピーク時に対応が可能な教室数とすること。
・３階にも庇を設置するよう検討するべき。
【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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